
春の子育てシーズンを迎えると鳥のヒナに関する通報がたくさん寄せられます。 

鳥のヒナが巣から落ちていても近くで親鳥が見守っているので、人間が近寄ると親

鳥はヒナのお世話ができません。（そうしているうちにヒナが弱ってしまうことも・・・。） 

だからといって人間が野鳥を育てることは 、鳥のヒナが本来生きていく環境ではな

いためエサの取り方・危険な場所を学ぶ機会がなく、ヒナが大きくなった時に自然の

中で生きていくことはとても難しいとされています。 

 

野鳥や野生動物はペットではないため捕獲・飼育について、法律で定められてい

ます。違反すると罰則もありますので、野鳥や野生動物は見つけてもそっと見守りま

しょう。 

 

○鳥 獣 の保 護 及 び管 理 並 びに狩 猟 の適 正 化 に関 する法 律 より 

１ 野鳥の密猟は、犯罪です。 

  違反した場合、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金の対象となる。 

 

２ 違法に入手した野鳥の飼養や譲渡し、譲受け、販売等も、鳥獣保護管理法違反となりま

す。 

  違反した場合、６か月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金の対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御殿場市役所環境課 

電話 0550-83-1603 

優しく見守ってね 


